
阪 南 市 起 業 創 業 支 援 事 業 (バ ウ チ ャ ー )補 助 金 交 付 要  

綱  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条 　 こ の 要 綱 は 、 本 市 の 産 業 の 振 興 及 び 活 性 化 を 図 る こ と を

目 的 に 、 本 市 内 で 新 た に 起 業 す る 者 に 対 し 、 事 業 に 要 す る 経 費

の 一 部 に つ い て 予 算 の 定 め る と こ ろ に よ り 起 業 創 業 支 援 事 業

(バ ウ チ ャ ー )補 助 金 （ 以 下 「 補 助 金 」 と い う 。 ） を 交 付 す る こ

と と し 、 こ の 補 助 金 の 交 付 に つ い て 、 阪 南 市 補 助 金 等 交 付 規 則

（ 平 成 ２ ２ 年 阪 南 市 規 則 第 １ 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） に 定

め る も の の ほ か 、 こ の 要 綱 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条 　 こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 定 義 は 、 当

該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

　 ( 1 )　 起 業 　 次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 を い う 。  

　 　 ア 　 事 業 を 営 ん で い な い 個 人 が 所 得 税 法 （ 昭 和 ４ ０ 年 法 律 第

３ ３ 号 ） 第 ２ ２ ９ 条 に 規 定 す る 開 業 等 の 届 出 （ 以 下 「 開 業

等 の 届 出 」 と い う 。 ） の 提 出 、 又 は 法 人 を 設 立 し 新 た に 事

業 を 開 始 す る 場 合  

　 　 イ 　 開 業 等 の 届 出 を 提 出 し て い る 個 人 （ 以 下 「 個 人 事 業 者 」

と い う 。 ） が 現 在 の 事 業 の 全 部 又 は 一 部 を 継 続 し つ つ 、 法

人 を 設 立 し 、 新 た な 事 業 を 開 始 す る 場 合  

　 ( 2 )　 起 業 の 日 　 法 人 の 場 合 に あ っ て は 、会 社 設 立 の 日 又 は 新 た

な 事 業 開 始 の 日 、 個 人 事 業 者 の 場 合 に あ っ て は 、 開 業 の 日

を い う 。  

　 ( 3 )　 事 業 所 等 　 事 業 の 用 に 供 す る 事 務 所 、店 舗 、工 場 等 の こ と

を い う 。  

　 ( 4 )　 補 助 事 業 等 　 補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 事 務 又 は 事 業 を

い う 。  

　 ( 5 )　 補 助 事 業 者 　 補 助 事 業 等 を 行 う 者 を い う 。  

（ 補 助 金 交 付 対 象 者 ）  

第 ３ 条 　 補 助 金 の 交 付 を 受 け る こ と が で き る 者 は 、 阪 南 市 創 業 支

援 等 事 業 計 画 に 基 づ く 特 定 創 業 支 援 等 事 業 を 受 け た 者 で あ っ て 、

本 市 内 に お い て 補 助 事 業 年 度 内 に 起 業 を 予 定 し て い る 者 又 は 申

請 時 に 起 業 の 日 か ら １ 年 を 経 過 し な い 者 で あ っ て 、 次 に 掲 げ る

要 件 を 全 て 満 た す 者 と す る 。  

　 ( 1 )　 本 市 に 事 業 所 を 設 置 し 、 又 は 設 置 し よ う と し て い る こ と 。 

　 ( 2 )　 個 人 事 業 者 に あ っ て は 、住 民 基 本 台 帳 法（ 昭 和 ４ ２ 年 法 律

第 ８ １ 号 ） に 規 定 す る 住 民 基 本 台 帳 に 記 録 さ れ て い る １ ８ 歳

以 上 の 者 で あ る こ と 。  



　 ( 3 )　 本 市 又 は 本 市 以 外 の 市 区 町 村 民 税 を 滞 納 し て い な い 者 で

あ る こ と 。  

　 ( 4 )　 許 認 可 等 を 必 要 と す る 業 種 の 起 業 に あ っ て は 、既 に 当 該 許

認 可 等 を 受 け て い る こ と 。  

　 ( 5 )　 宗 教 活 動 及 び 政 治 活 動 を 目 的 と す る 者 で な い こ と 。  

　 ( 6 )　 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 に 関 す る 法 律（ 平 成 ３ 年

法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 若 し く は 同 条

第 ６ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 と 密 接 な 関 係 の あ る 団 体 で な い こ

と 。  

（ 補 助 対 象 経 費 及 び 補 助 対 象 外 事 業 ）  

第 ４ 条 　 補 助 金 交 付 の 対 象 と な る 経 費 は 、 次 に 定 め る 経 費 の 合 計

額 と す る 。 た だ し 、 当 該 経 費 で 国 、 大 阪 府 そ の 他 の 機 関 等 か ら

補 助 金 、 負 担 金 、 そ の 他 こ れ に 類 す る 金 銭 又 は 物 件 （ 以 下 「 補

助 金 等 」 と い う 。 ） を も っ て 取 得 、 整 備 し た も の に つ い て は 当

該 経 費 か ら 補 助 金 等 の 金 額 に 相 当 す る 金 額 を 控 除 し た 金 額 を 補

助 対 象 経 費 と す  

　 ( 1 )　 事 務 所 等 新 築 工 事 費 （ 増 改 築 を 含 む 。 ）  

　 ( 2 )　 広 告 宣 伝 費  

　 ( 3 )　 商 業 登 記 に か か る 経 費  

　 ( 4 )　 そ の 他 市 長 が 適 当 と 認 め る 経 費  

２ 　 同 一 事 業 に よ る 同 一 事 業 者 に 対 す る 補 助 金 の 交 付 は 、 １ 回 限

り と す る 。  

３ 　 次 に 掲 げ る 事 業 は 、 交 付 の 対 象 と し な い も の と す る 。  

　 ( 1 )　 補 助 事 業 者 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 役 員 を 含 む 。 ） が 自 ら

の 住 居 を 兼 ね る 事 業 所 又 は ３ 親 等 以 内 の 親 族 が 所 有 す る 建 物

を 新 築 、 増 改 築 す る 事 業  

　 ( 2 )　 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 (昭 和

２ ３ 年 法 律 第 １ ２ ２ 号 )の 営 業 に 該 当 す る 事 業 又 は 法 令 に 違

反 し 、 公 の 秩 序 も し く は 善 良 の 風 俗 を 乱 す 恐 れ の あ る 事 業  

　 ( 3 )　 フ ラ ン チ ャ イ ズ チ ェ ー ン 等 の 画 一 的 な 営 業 を 行 う 事 業  

　 ( 4 )　 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 市 長 が 不 適 当 と 認 め る 事 業  

（ 補 助 金 の 額 ）  

第 ５ 条 　 補 助 金 の 額 は 、当 該 年 度 の 予 算 に 定 め る 額 の 範 囲 内 と し 、

補 助 率 は 、 補 助 対 象 経 費 の ２ 分 の １ 以 内 と す る 。 た だ し 、 １ 件

当 た り の 補 助 金 は ２ ５ 万 円 を 限 度 と し 、 １ 会 計 年 度 に つ き ５ 件

を 上 限 と す る 。  

２ 　 補 助 金 の 額 に １ ， ０ ０ ０ 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た と き は 、 そ の

端 数 を 切 り 捨 て る も の と す る 。  

（ 補 助 金 の 交 付 申 請 ）  

第 ６ 条 　 規 則 第 ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 請 は 補 助 金 交 付 申 請 書



（ 様 式 第 １ 号 ） に よ る も の と し 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し 、 提

出 し な け れ ば な ら な い 。  

　 ( 1 )　 市 区 町 村 税 の 納 税 証 明 書 （ 完 納 証 明 ）  

　 ( 2 )　 住 民 基 本 台 帳 法 に 基 づ く 住 民 票 の 写 し（ 法 人 の 場 合 は 代 表

者 の も の ）  

　 ( 3 )　 登 記 事 項 証 明 書 の 写 し（ 法 人 で 既 に 登 記 を 済 ま せ て い る 場

合 に 限 る 。 ）  

　 ( 4 )　 個 人 事 業 の 開 廃 業 等 届 出 書 （ 個 人 事 業 の 場 合 に 限 る 。 ）  

　 ( 5 )　 営 業 許 可 証 の 写 し （ 許 認 可 を 必 要 と す る 業 種 の 場 合 に 限

る 。 ） た だ し 、 起 業 ・ 創 業 す る 日 を 迎 え て い な い 者 に あ っ て

は 実 績 報 告 時 に 提 出 す る こ と 。  

　 ( 6 )　 定 款 の 写 し （ 法 人 の 場 合 に 限 る 。 ）  

　 ( 7 )　 阪 南 市 起 業 創 業 支 援 事 業 計 画 書 （ 様 式 第 ２ 号 ）  

　 ( 8 )　 経 営 に 関 す る 収 支 予 算 書  

　 ( 9 )　 事 業 所 等 の 開 設 に 係 る 設 備 ・ 備 品 等 の 見 積 書  

　 ( 1 0 )  誓 約 書 （ 様 式 第 ３ 号 ）  

　 ( 1 1 )  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

（ 交 付 の 決 定 及 び 通 知 ）  

第 ７ 条 　 市 長 は 、前 条 の 規 定 に よ り 申 請 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、

そ の 内 容 を 審 査 し 、 適 当 で あ る と 認 め る と き は 、 阪 南 市 起 業 創

業 支 援 事 業 (バ ウ チ ャ ー )補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ４ 号 ）

に よ り 、 適 当 で な い と 認 め る と き は 、 阪 南 市 起 業 創 業 支 援 事 業

(バ ウ チ ャ ー )補 助 金 不 交 付 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ５ 号 ） に よ り 、

そ れ ぞ れ 通 知 す る も の と す る 。  

（ 補 助 金 の 交 付 条 件 ）  

第 ８ 条 　 規 則 第 ５ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 交 付 に 付 す る 条

件 は 、 次 の と お り と す る 。  

( 1 )　 補 助 事 業 等 に 要 す る 経 費 の 配 分 を 変 更 す る と き は 、市 長 の

承 認 を 受 け る こ と 。  

( 2 )　 補 助 事 業 等 が 予 定 の 期 間 内 に 完 了 し な い と き 、又 は そ の 遂

行 が 困 難 と な っ た と き は 、 速 や か に 市 長 に 報 告 し て そ の 指 示

を 受 け る こ と 。  

( 3 )　 こ の 補 助 金 に 係 る 収 入 及 び 支 出 を 明 ら か に し た 帳 簿 及 び

証 拠 書 類 は 、 補 助 事 業 等 が 完 了 し た 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度

か ら 起 算 し て ３ 年 間 整 備 保 管 す る こ と 。  

( 4 )　 補 助 事 業 に よ る 事 務 所 、店 舗 、工 場 等 の 建 設 工 事 又 は 事 務

所 等 の 増 設 及 び 改 修 工 事 は 、 市 内 に 本 店 又 は 営 業 所 等 を 有 す

る 業 者 で 施 工 す る こ と 。  

( 5 )　 補 助 事 業 等 に 係 る 事 業 活 動 は 特 別 な 事 情 が あ る 場 合 を 除

き 、 ウ ェ ブ サ イ ト 等 の 開 設 や 看 板 の 設 置 、 そ の 他 の 方 法 に よ



り 、 そ の 営 業 を 恒 常 的 に 広 く 周 知 す る こ と 。  

（ 補 助 金 の 交 付 方 法 ）  

第 ９ 条 　 こ の 補 助 金 は 、精 算 払 の 方 法 に よ り 交 付 す る 。（ た だ し 、

市 長 が 必 要 と 認 め る 場 合 は 、 概 算 払 の 方 法 に よ り 交 付 す る こ と

が で き る 。 ）  

（ 補 助 事 業 の 内 容 等 の 変 更 ）  

第 １ ０ 条 　 補 助 金 の 交 付 決 定 を 受 け た 補 助 事 業 等 の 内 容 等 に つ い

て 、 事 業 を 変 更 し 、 又 は 中 止 し 、 も し く は 廃 止 す る 場 合 は 、 阪

南 市 起 業 創 業 支 援 事 業 (バ ウ チ ャ ー )補 助 金（ 変 更・中 止・廃 止 ）

承 認 申 請 書 （ 様 式 第 ６ 号 ） を 市 長 に 提 出 し 、 そ の 承 認 を 得 な け

れ ば な ら な い 。  

（ 変 更 等 の 承 認 ）  

第 １ １ 条 　 市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 申 請 書 の 提 出 が あ っ た と き

は 、 そ の 内 容 を 審 査 し 、 適 当 で あ る と 認 め る と き は 、 阪 南 市 起

業 創 業 支 援 事 業 (バ ウ チ ャ ー )補 助 金 （ 変 更 ・ 中 止 ・ 廃 止 ） 承 認

通 知 書 （ 様 式 第 ７ 号 ） に よ り 通 知 す る も の と す る 。  

（ 補 助 金 の 実 績 報 告 ）  

第 １ ２ 条 　 補 助 事 業 者 は 補 助 事 業 等 が 完 了 し た と き は 、 そ の 日 か

ら 起 算 し て ３ ０ 日 を 経 過 し た 日 又 は 補 助 金 の 交 付 決 定 に 係 る 会

計 年 度 の 翌 年 度 の ４ 月 ２ ０ 日 の い ず れ か 早 い 期 日 ま で に 、 阪 南

市 起 業 創 業 支 援 事 業 (バ ウ チ ャ ー )補 助 金 実 績 報 告 書 （ 様 式 第 ８

号 ） に 次 に 掲 げ る 添 付 書 類 を 添 え て 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら

な い 。  

　 ( 1 )　 事 業 報 告 書 （ 様 式 第 ８ 号 の ２ ）  

　 ( 2 )　 収 支 報 告 書  

　 ( 3 )　 事 業 に 係 る 経 費 の 支 払 い を 証 明 す る 書 類 の 写 し  

　 ( 4 )　 事 務 所 等 の 新 設 、増 築 等 の 工 事 完 成 写 真（ 改 修 箇 所 の わ か

る も の ）  

　 ( 5 )　 そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

（ 補 助 金 の 額 の 確 定 通 知 ）  

第 １ ３ 条 　 規 則 第 １ ２ 条 の 規 定 に よ る 通 知 は 、 阪 南 市 起 業 創 業 支

援 事 業 (バ ウ チ ャ ー )補 助 金 交 付 確 定 通 知 書 （ 様 式 第 ９ 号 ） に よ

り 行 う も の と す る 。  

（ 補 助 金 の 交 付 請 求 ）  

第 １ ４ 条 　 補 助 金 の 交 付 決 定 の 通 知 を 受 け た 者 が 、 補 助 金 の 交 付

を 請 求 し よ う と す る と き は 、阪 南 市 起 業 創 業 支 援 事 業 (バ ウ チ ャ

ー )補 助 金 交 付 請 求 書（ 様 式 第 １ ０ 号 ）を 市 長 に 提 出 し な け れ ば

な ら な い 。  

（ 事 業 所 の 移 転 等 ）  

第 １ ５ 条 　 補 助 事 業 者 は 、 補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 受 け た 日 か ら ３



年 間 は 事 業 所 を 本 市 外 へ 移 転 し て は な ら ず 、 か つ 事 業 を 継 続 す

る こ と 。  

　 （ 補 助 金 の 停 止 又 は 返 還 ）  

第 １ ６ 条 　 市 長 は 、 補 助 事 業 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る

と き は 、 補 助 金 の 交 付 を 停 止 し 、 又 は 既 に 交 付 し た 補 助 金 の 全

部 も し く は 一 部 を 返 還 さ せ る こ と が で き る 。  

　 ( 1 )　 法 令 又 は こ の 要 綱 に 違 反 し た と き 。  

　 ( 2 )　 偽 り そ の 他 不 正 の 手 段 に よ り 補 助 金 を 受 け 、又 は 受 け よ う

と し た と き 。  

　 ( 3 )　 補 助 金 の 決 定 の 内 容 又 は こ れ に 付 し た 条 件 に 違 反 し た と

き 。  

　 ( 4 )　 前 ３ 号 に 掲 げ る 場 合 の ほ か 、 市 長 が 不 適 当 と 認 め る と き 。 

　 （ 報 告 及 び 調 査 ）  

第 １ ７ 条 　 市 長 は 、 必 要 と 認 め る と き は 、 次 の 事 項 に つ い て 報 告

を 求 め 、 又 は 調 査 す る こ と が で き る 。  

　 ( 1 )　 補 助 事 業 の 成 果  

　 ( 2 )　 事 業 所 の 事 業 内 容 、 収 支 及 び 決 算 等  

　 ( 3 )　 そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 事 項  

（ そ の 他 の 定 め ）  

第 １ ８ 条 　 こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が

別 に 定 め る 。  

 

　 　 　 附 　 則  

　 こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ７ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 し 、 令 和 １ ２ 年 ３ 月

３ １ 日 限 り 廃 止 す る 。  

　 　 　 附 　 則 （ 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 決 裁 ）  

　 こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

　 　 　 附 　 則 （ 平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 決 裁 ）  

　 こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

　 　 　 附 　 則 （ 平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日 決 裁 ）  

　 こ の 要 綱 は 、 平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

　 　 　 附 　 則 （ 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 決 裁 ）  

　 こ の 要 綱 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

　 　 　 附 　 則 （ 令 和 ３ 年 ６ 月 １ ７ 日 決 裁 ）  

　 こ の 要 綱 は 、 決 裁 の 日 か ら 施 行 し 、 改 正 後 の 阪 南 市 起 業 創 業 支

援 事 業 (バ ウ チ ャ ー )補 助 金 交 付 要 綱 の 規 定 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日

か ら 適 用 す る 。  

　 　 　 附 　 則 （ 令 和 ３ 年 ７ 月 １ ４ 日 決 裁 ）  

　 　 （ 施 行 期 日 ）  

　 １ 　 こ の 要 綱 は 、 決 裁 の 日 か ら 施 行 す る 。  



　 　 （ 経 過 措 置 ）  

　 ２ 　 こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に あ る こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 様

式 に よ る 用 紙 に つ い て は 、 当 分 の 間 、 こ れ を 取 り 繕 っ て 使 用

す る こ と が で き る 。  

　 　 　 附 　 則 （ 令 和 ７ 年 ３ 月 ３ １ 日 決 裁 ）  

　 　 （ 施 行 期 日 ）  

　 １ 　 こ の 要 綱 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

　 　 （ 経 過 措 置 ）  

　 ２ 　 こ の 要 綱 に よ る 改 正 後 の 第 ４ 条 、 第 ５ 条 、 第 ８ 条 及 び 第 １

５ 条 の 規 定 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 以 後 に 行 わ れ る 補 助 金 交 付

決 定 か ら 適 用 し 、 同 日 前 に 行 わ れ た 補 助 金 交 付 決 定 に つ い て

は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

　 　 　 附 　 則  

　 こ の 要 綱 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。



様式第１号(第６条関係) 
 

阪南市起業創業支援事業(バウチャー)補助金交付申請書 
 

年　　　月　　　日 
 
 
　阪 南 市 長　　様 
 
 

申請者　住　　　所　　　　　　　　　　　　　　 
名　　　称 
代表者氏名 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生 年 月 日　　　　年　　月　　日 
電 話 番 号　　　　　　　　　　　　　　 

 
 
　　　　　年度において、阪南市起業創業支援事業を実施したいので、阪南市起業創業支援事業(バ
ウチャー)補助金交付要綱第６条の規定により、関係書類を添えて申請します。 
 
 
 
　１　補助金申請額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円 
 
 

 
　３　補助事業等完了予定年月日　　　　　　　　年　　　月　　　日 
 
 
関係書類 
　(1)　市区町村税の納税証明書（完納証明） 
　(2)　住民基本台帳法に基づく住民票の写し （法人の場合は代表者のもの） 
　(3)　登記事項証明書の写し（法人で既に登記を済ませている場合に限る。） 
　(4)　個人事業の開廃業等届出書（個人事業の場合に限る。） 
　(5)　営業許可証の写し（許認可を必要とする業種の場合に限る。） 
　(6)　定款の写し（法人の場合に限る。） 

(7)　阪南市起業創業支援事業計画書（様式第２号） 
　(8)　経営に関する収支予算書 
　(9)　事業所等の開設に係る設備・備品等の見積書 
　(10) 誓約書（様式第３号） 
　(11) その他市長が必要と認める書類 

 　２　補助事業等の目的及び内容 阪南市内で起業することを目的に事務所等の新築（増

築及び改修）又は事業に付帯する設備 



様式第２号(第６条関係) 
 

阪南市起業創業支援事業計画書 
 

年　　　月　　　日 
 

（注１）見積額については、業者等からの見積書の写しの添付でも可とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 
項 目 内 容

 

・起業する業種及びその内容 
（詳細に記載のこと) 
・事業の周知方法 
（ウェブサイトの開設等）

　

 
上記事業の開始予定年月日 　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

 

見 積 額

項目　及び　使用目的 見積額（税抜）
 　 円
 　 円
 　 円
 　 円
 　 円
 　 円
 　 円
 　 円
 合 計 円
 

補 助 対 象 経 費 ( A ) 円（税抜）

 補 助 金 交 付 申 請 額 

(A)×1／2(上限２５万円)
円（税抜） 

(千円未満の端数切り捨て)
 

改修等の着工予定年月日 　　　　年　　　月　　　日

 
改修等の完成予定年月日 　　　　年　　　月　　　日



様式第３号(第６条関係) 
 

誓約書 
 

年　　　月　　　日 
 
 
　阪 南 市 長　　様 
 
 

申請者　住　　　所　　　　　　　　　　　　　　 
名　　　称 
代表者氏名　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生 年 月 日　　　　年　　月　　日 
　　電 話 番 号　　　　　　　　　　　　 

 
 
　私は、阪南市起業創業支援事業(バウチャー)補助金の交付申請にあたり、以下の事項について誓

約し、それに違反した場合は、補助金の全部を返還いたします。 
 
１　補助対象経費と認められたものについては、取得後は専ら事業用として使用すること。 
 
２　補助金の交付の決定を受けた日から３年以上事業を継続すること。 
 
３　補助対象経費として認められたものについては、補助事業等が完了した日の属する年度の翌 
年度から起算して３年間処分しないこと。 

 
４　本要綱並びに補助金の交付条件を遵守すること。 
 
 
 
 



様式第４号(第７条関係) 
 

阪南市起業創業支援事業(バウチャー)補助金交付決定通知書 
 

第　　　　　　号 
年　　　月　　　日 

 
 
　　　　　　　　　　様 
 
 

阪 南 市 長　　　　　　　　　　印　　　 
 
 
 
 
　　　　　年　　　月　　　日付けで交付申請のありました　　　　　年度阪南市起業創業支援

事業(バウチャー)補助金については、下記のとおり交付することに決定したので、阪南市起業創業

支援事業(バウチャー)補助金交付要綱第７条の規定により通知します。 
 
 

記 
 
 
１　補助対象経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円 
 
２　交付決定額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円 
 
３　補助の条件 

(1)　補助事業等に要する経費の配分を変更するときは、市長の承認を受けること。 
(2)　補助事業等を中止し、廃止し、又はその内容を変更するときは、市長の承認を受けること。 
(3)　補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難となったときは、速や

かに市長に報告してその指示を受けること。 
(4)　この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類は、補助事業等が完了し

た日の属する年度の翌年度から起算して３年間整備保管すること。 
(5)　補助金の交付の決定を受けた日から３年以上事業を継続すること。 
(6)　補助事業による事務所、店舗、工場等の建設工事又は事務所等の増設及び改修工事は、市

内に本店又は営業所等を有する業者で施工すること。 



様式第５号(第７条関係) 
 

阪南市起業創業支援事業(バウチャー)補助金不交付決定通知書 
 

第　　　　　　号 
年　　　月　　　日 

 
 
　　　　　　　　　　様 
 
 

阪 南 市 長　　　　　　　　　　印　　　 
 
 
 
 
　　　　　年　　　月　　　日付けで交付申請のありました　　　　　年度阪南市起業創業支援

事業(バウチャー)補助金については、下記の理由により不交付とすることに決定したので、阪南市

起業創業支援事業(バウチャー)補助金交付要綱第７条の規定により通知します。 
 
 

記 
 
 
不交付の理由 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式第６号(第１０条関係) 
 

阪南市起業創業支援事業(バウチャー)補助金(変更・中止・廃止)承認申請書 
 

年　　　月　　　日　　 
 
 
　阪 南 市 長　　様 
 
 

補助事業者　住 所　　　　　　　　　　　　　　 
名　　称　　　　　　　　　　　　　　 
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　 
生年月日　　　　　年　　月　　日　　 
電話番号　　　　　　　　　　　　　　 

 
 
 
 
　　　　　年　　　月　　　日付け　　　　第　　　　　号で交付決定通知のありました　　　 

年度阪南市起業創業支援事業を下記のとおり(変更・中止・廃止)したいので、阪南市起業創業

支援事業(バウチャー)補助金交付要綱第１０条の規定により申請します。 
 
 
 

記 
 
 
１　(変更・中止・廃止)の理由 
 
 
 
 
 
２　(変更・中止・廃止)の内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※変更申請について必要な書類は別途添付すること。 



様式第７号(第１１条関係) 
 

阪南市起業創業支援事業(バウチャー)補助金(変更・中止・廃止)承認通知書 
 

第　　　　　　号　　 
年　　　月　　　日　　 

 
 
　　　　　　　　　様 
 
 

阪 南 市 長　　　　　　　　　　印　　　 
 
 
 
 
　　　　　年　　　月　　　日付けで申請のありました　　　　　年度阪南市起業創業支援事業

(バウチャー)補助金(変更・中止・廃止)承認申請について、下記のとおり決定したので、阪南市起

業創業支援事業(バウチャー)補助金交付要綱第１１条の規定により通知します。 
 
 

記 
 
 
１　(変更・中止・廃止)の内容 
 
 
２　(変更・中止・廃止)後の補助金の額 
　　 変更前　　　　　　　　　　円 
　　 変更後　　　　　　　　　　円 



様式第８号(第１２条関係) 
 

阪南市起業創業支援事業(バウチャー)補助金実績報告書 
 

年　　　月　　　日 
 
 
 
　阪 南 市 長　　様 
 
 

〒　　　　　　　　　 
住 所 
名　　称 
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　 
生年月日　　　　年　　月　　日 
電話番号　　　　　　　　　　　　　　 

 
 
 
　　　　　年　　　月　　　日付け　　　　第　　　　号で交付決定通知のあった　　　　　年

度阪南市起業創業支援事業を完了しましたので、阪南市起業創業支援事業(バウチャー)補助金交付

要綱第１２条の規定により、関係書類を添えて報告します。 
 
 
 
１　事業完了年月日　　　　　　　　　年　　　月　　　日 
 
２　添付書類 
　(1)　事業報告書（様式第８号の２） 
　(2)　収支報告書 
　(3)　事業に係る経費の支払いを証明する書類の写し 
　(4)　事務所等新設、増築等の工事完成写真(改修箇所の分かるもの) 
　(5)　その他市長が必要と認める書類



様式第８号の２(第１２条関係) 
 

阪南市起業創業支援事業報告書 
 

年　　　月　　　日 
 

※１　実施した補助事業の内容には、実施した事業の「名称」「内容」等を記載すること。 
※２　ウェブサイト等の開設状況について記載すること。別紙のとおりと記載する場合は、ウェ

ブサイト等の写しを添付すること。 
※３　個人事業主の場合は、「個人事業の開業・廃業等届出書」の「開業や廃業、事務所の新増築

等のあった日」に記載されている年月日を記載。法人の場合は、「履歴事項全部証明証」の「会

社成立の年月日」に記載されている年月日を記載。 
※４　実施期間の始期には、契約日又は発注日等のうち最も早い日を、実施期間の終期には、納

品日又は支払日等のうち最も遅い日を記載すること。 

 
項 目 内 容

 

・実施した補助事業の内容 
（※１) 
・事業の周知方法 
（※２）

　

 
創業年月日（※３） 年　　　月　　　日

 
補助事業の実施期間（※４） 年　　月　　日～　　　　年　　月　　日

 

実　　績　　額

項目　及び　使用目的 実績額（税抜）
 　 円
 　 円
 　 円
 　 円
 　 円
 　 円
 　 円
 　 円
 合 計 円
 

補 助 対 象 経 費 ( A ) 円（税抜）

 補 助 金 交 付 申 請 額 

(A)×1／2(上限２５万円)
円（税抜） 

(千円未満の端数切り捨て)
 

改修等の着工年月日 　　　　年　　　月　　　日

 
改修等の完成年月日 　　　　年　　　月　　　日



様式第９号(第１３条関係) 
 

阪南市起業創業支援事業(バウチャー)補助金交付確定通知書 
 

第　　　　　　号 
年　　　月　　　日 

 
 
　　　　　　　　　　様 
 
 

阪 南 市 長　　　　　　　　　　印　　　 
 
 
 
 
　　　　　年　　　月　　　日付け　　　　第　　　　号で交付決定した阪南市起業創業支援事

業(バウチャー)補助金について、下記のとおり交付することに確定しましたので、阪南市起業創業

支援事業(バウチャー)補助金交付要綱第１３条の規定により通知します。 
 
 

記 
 
 

確定額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円 



様式第１０号(第１４条関係) 
 

阪南市起業創業支援事業(バウチャー)補助金交付請求書 
 

年　　　月　　　日 
 
 
　阪 南 市 長　　様 
 
 

請求者　住 所　　　　　　　　　　　　　　 
名　　称　　　　　　　　　　　　　　 
代 表 者 氏 名　　　　　　　　　　　　　　 
生年月日　　　　年　　月　　日　　　 
電話番号　　　　　　　　　　　　　　 

 
 
 
 
　　　　　年　　　月　　　日付け　　　　第　　　　号で交付確定通知のありました　　　 
　　　年度阪南市起業創業支援事業(バウチャー)補助金について、下記の金額を交付されたく請求

します。 
 
 
 

 
 
 
　なお、上記については下記口座に振り込んで下さい。 

※　口座名義人は申請者(請求者)と同一であること。 
 

 

（添付書類） 

　阪南市起業創業支援事業(バウチャー)補助金交付確定通知書の写し 

 

請求金額

　 　 　

０ ０ ０ 円

 
金融機関名

銀行・組合　　　　　　　　　　支店　

農協・金庫　　　　　　　　　　支所　

 預金種別 　　　　普通　　・　　当座

 口座番号 　

 
口座名義人

ふりがな 
氏　　名


